
シンポジウム

地域が参加する21世紀の司法制度

一長野県にロースクールを-

(2001年10月22日開催)概要

開会のことば(石曽根清晃･長野県弁護士会副会長) 〔省略〕

学長あいさつ(高石道明･信州大学事務局長〔代理〕) 〔省略〕

第1部　基調講演｢司法制度改革と地域の法曹教育｣

佐藤幸治･元司法制度改革審議議会会長:佐藤でございます｡皆さんの前で

お話しできることを大変に嬉しく光栄に思います｡とはいえ,私の立場上,

特定の大学に関係してお話をするのはいささか微妙なところがあります｡た

だ,京都大学で共に苦労したこともある高石さんから｢いい季節なんで,紅

葉を見に来ませんか｣という話で, ｢いいですよ｣なんていって,今日来て

みるとこういう形になっていたという次第です｡それはそれとして,せっか

くの機会ですので,このテーマで少しお話させていただきたいと思います｡

日本ではこれまで諸々の改革が行われてきているのですけれども,そうした

諸改革全体との関連性,なぜ司法改革ということになったのかということも

含めてお話しさせていただきたいと思います｡

司法制度改革の経緯

はじめに司法制度改革審議会の発足と審議,最終意見書提出後のことにつ

いて最初に少し申し上げたいと思います｡審議会は一昨年の7月27日に第1

回会議を開きました｡一昨年の9月の『中央公論』に,こんな記事が載って

おりました｡ ｢ある全国紙の司法記者はこういう｡審議会はどこで妥協点を
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探るかです｡ 2年でそんなに簡単に結論がでるのだろうか｡かわらないので

はないか,というのが正直なところです｡｣ですから,あまり期待されてな

かったo　たいしたことできないだろうというように思われていたと思います｡

審議会の任務は司法制度改革審議会設置法という法律で定められておりま

す｡それは,この意見書の冒頭のところに触れられているのですけれども,

｢21世紀の我が国社会において司法が果たすべき役割を明らかにし,国民が

より利用しやすい司法制度の実現,国民の司法制度-の関与,法曹の在り方

とその機能の充実強化その他の司法制度の改革と基盤の整備に関し必要な基

本的施策について調査審議する｣｡そういう任務を託されてスタートしたわ

けであります｡

審議会の委員の構成は13人でありまして,その中でいわゆる法曹三者から

ほ, 3人しか入っておりません｡しかも,いわゆる組織的な現役は入ってお

られない｡元裁判官,元検察官,あるいは元日弁連会長ということでありま

して, 3人しか入っておられない｡後は,大学関係者が5人,その中に法律

を専門とする人と,そうでない人もおられます｡作家が一人,経済界から二

人,労働界から一人,それから消費者団体から一人,そういう構成でありま

す｡ですから非法律家が多いのです｡非法律家が多く,また法曹三者の関係

者が3人しかいなかった｡

司法制度を本格的に審議しようとしたものとして,ご承知かと思いますけ

れども,昭和37年に設置され2年間にわたって活動した臨時司法制度調査会

(臨司)がありました｡これは, 20人の構成でありまして,衆議院議員4人,

参議院議員3人,そして法曹三者から9人入っております｡ 20人の内, 9人

です｡そして,いわゆる学識経験者が我妻栄先生はじめ4人に過ぎなかった

わけです｡そして,臨司の任務は,その設置法によれば,裁判官や検察官の

給与制度及び法曹一元の制度について調査審議するということでありました｡

ですから,設置の趣旨もかなり違うところもありますし,委員の構成の在

り方がガラッと変った｡なぜ変ったのかということなんですけれども,臨司

では法曹三者の言い合いに終わったというようにいわれているところもあり,
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法曹三者に任せておくとあまりいい結果がでないと思われたためではないか｡

むしろ,利用者である国民一般の観点から審議しようということが,今度の

審議会の趣旨であるといっていいかと思います｡しかも,さっき紹介したよ

うに,調査の審議対象も,国民に利用しやすい司法, 21世紀の我が国社会に

おいてあるべき司法を考えるということですね｡そういう話でございます｡

審議会は63回開きました｡午後に開く場合は1時半から始まって,たいて

い5時半,場合によっては6時になることもありました｡それから,昨年の

8月には3日間の集中審議もやりました｡その他,海外の視察に10日間程行

きましたし,公聴会を全国で4ヵ所開いたり,あるいは浜田(島根県),酒

田(山形県)といった,法曹の少ないところについて実状視察を行いました｡

というわけで相当過密なスケジュールでございました｡

今度の審議会で特徴的なことは,会を公開したということです｡議事録は,

ご承知の方も多いかと思いますが,すべて記名入りで公開する,誰がどう発

言したかというのを正確に議事録に載せて公開するということをやりました｡

また,インターネットでそれを載せて,皆さんがアクセスできるという状態

にしました｡それから昨年の1月の暮れからは,会議の部屋が小さかったも

のですから別室ですけれども,モニターで記者の皆さんにご覧いただけるよ

うにしたわけであります｡ですから,事莱上,会議は公開したといってもい

いかと思います｡そういう中で審議を重ねてまいりまして(臨司のときは立

派な報告書がでたのですけれども,こういう意見の対立があったとかいうの

も記載してあるんですが),少数意見なしの全員一致でまとまったというと

ころに今度の意見書の特徴があるかと思います｡そして6月12日に内閣総理

大臣に提出したわけですが,その際,総理から次のような挨拶をいただきま

した｡

｢今般の司法制度改革は昭和22年に施行された『日本国憲法』に基づいて

発足した現行の制度を,半世紀余を経て初めて,利用者である国民の視点か

ら抜本的に改革するものであり,大変意義深いものと考えております｡ 21世

紀にふさわしい,自由で活力ある健全な経済･社会システムを確立するため
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には明確なルールと自己責任原則に貫かれた,自己チェック救済型社会-の

転換を更に進めることが必要であり,国民の権利･利益を救済する司法の機

能の充実･強化が極めて重要です｡その意味で,司法制度改革は,行政改革

を始めとする社会経済の構造改革を進めていく上で不可欠なものであり,国

家戦略の中に位置付けるべき重要課題であると考えております｡内閣として

は,この御意見を最大限に尊重して司法制度改革の実現に取り組むこととし,

速やかにこれを推進するための所要の作業に着手して,全力を挙げて取り組

んで参る所存であります･｣と｡

早速, 7月1日から改革推進の準備室が立ち上がりました｡三十数名の体

制で立ち上がりまして,改革推進基本法案を作成して,本格的な推進本部を

つくるということでありますが,この臨時国会にこの法案が既に提出されて

おります｡明日,衆議院で公聴会が開かれると聞いております｡審議がスタ

ートするということになります｡運良く順調にいけば,今年度ではありませ

ん,今年中に推進本部が立ち上がって, 3年間で必要な法改正をする｡これ

は行革のときと同じようなプロセスでありますが,そういう状況であります｡

司法制度改革の背景

そこで, 2番目に,司法制度改革の背景,なぜこういう改革が始まったの

かということについて,簡単に申し上げたいと思います｡この背景には,莱

際的な面と理論的な面,やや大げさないい方ですけれども,二つの面がある

ように思います｡

まず最初に,実際的な面です｡ご承知のように,日本は高度経済成長,そ

してバブルに突入しました｡ 1980年代,ジャパン･イズ･ナンバーワンとも

いわれたわけでありますけれども,頂点に上りつめたと思った瞬間,実は固

際社会の趨勢から取り残されていたということであります｡特に,グローバ

ル化する国際社会と切り結んでいる企業から悲鳴ともいえるような声があが

ってまいりました｡日本の司法,法曹は役に立たない｡グローバル化にかか

わる難しい問題になると,外国の法曹,ロー･ファームに頼まざるを得ない｡
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日本の司法は,使い出が悪く,頼りにならないという声があがったわけであ

ります｡そんな声を背景に, 1994年,経済同友会が,まず, ｢現代日本社会

の病理と処方一個人を生かす社会の実現に向けて一｣というペーパーを出し

ました｡その中で司法改革,司法を拡充する必要があるということを強調し

ました｡その後, 1995年行政改革委員会(当時)が,報告書の中で,司法の

容量を大きくしなくてはどうにもならないということを指摘しました｡そし

て, 1997年,行政改革会議が最終報告を出しますけれども,その中で,行政

改革を進めるうえで司法改革は避けて通れないということを強調しているわ

けであります｡さらに, 1998年の5月経団連, 6月自民党, 11月日弁連,い

ずれも司法改革の必要を訴えるペーパーを出しているわけであります｡こう

した動きが大きな背景としてあるかと思います｡昨年の4月でしたけど,名

古屋大学法学部創立50周年記念会が催されました｡私と伊藤忠の丹羽宇一郎

社長が基調講演をするということになったのですが,その中で丹羽さんは,

とにかく今のままでは日本の司法は使い物にならないといわんばかりのこと

を強く主張され,司法改革を絶対進めてはしいということをいわれたのが印

象に残っております｡

こういうように見ると,司法改革の要求は経済界からでてきたということ,

それはそれとして事実でございます｡けれども,それだけを捉えて,司法制

度改革審議会は経済界の要請でできて,それのみに応えようとしたんだとい

われると,そういう批判の向きもないではないんですけれども,私にいわせ

ると,それはとんでもない誤解だと思います｡現実問題として,経済界の要

請に応ええない司法は,それ自体問題です｡しかし,決してこの司法改革は

経済界の要請だけからでたわけではございません｡実は,司法は,今のまま

では,取り残されていくんではないか,国民から見放されるんではないかと

いう声が,法曹三者の中から既にあったことを強調したいのです｡ 1980年代

の後半頃から法務省,裁判所,あるいは日弁連は,司法の現状に危機感をも

ちはじめました｡特に, 1990年に中坊公平さんが日弁連の会長になり, 3回

にわたって司法改革宣言をだしているわけです｡そういうわけで改革の議論
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が始ったのですけれども,法曹三者だけだと,どうしてもそれぞれ事情が働

くものですから,思い切った改革案を出せないでいたというのが正直なとこ

ろだと思います｡

公聴会などを通じて知られるのは,国民がいかに司法に対して大きな期待

をもっているかということであります｡しかし,期待の反面,それに充分答

えてもらってないという非常に強い不満がある｡大きい期待と強い不満があ

る,ということを感じたわけであります｡それやこれや考えますと,実際上

の要請として,経済界の動向がクローズアップされますけれども,実はそう

ではなくて,国民一般の中から司法にもっと頑張ってくれよという声が高ま

って,そういう世論が政治を動かし,審議会の設置になり,審議が公開の中

で国民の応援を受けて進められてきたというのが実際の姿だと私は理解して

いるところであります｡

次にやや理論的な面についてお話ししたいと思います｡ ｢この国のかたち｣

という司馬遼太郎さんの言葉は,平成9年の行政改革会議の最終報告でも引

用されているのですけれども, ｢国のかたち｣はカソステチューショソのこ

となんです｡カソステチュ-ショソ,憲法と訳され,憲法というと日本国憲

法というような法典を考えやすいですけれども,英語の字引を引かれるとお

わかりのように,体質とか構造とかそういう意味があります｡つまり｢国の

かたち｣は,日本の実際の姿かたちが法典,日本国憲法が求めているような

ものになっているのか,それを問題にしようとしているわけです｡日本とい

う国は憲法が掲げている規範的な世界,そういうものに見合った姿かたちに

なっているかという問題です｡

1990年代の一連の諸改革は,日本憲法という法典が求めている姿かたちに

近づけようということだといってもいいと思います｡この1990年代は,失わ

れた10年だとよくいわれます｡皆さんもそういうことは耳にされたことがあ

ると思いますけれども,この10年間位すさまじく制度のしくみを変えた時代

はないと評価している人が-外国人の中にも-おられます｡例えば,日銀法

の改正｡私も中央銀行研究会で日銀法の改正に関係したんですけれどち,従
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来の日銀法は戦時にできた総動員体制の法律です｡見るとびっくりするよう

な法律ですが,それでずっとやってきたのです｡昭和30年代に2回改正しよ

うとしたが,いずれも失敗して, 1990年代になってやっと今の日銀法ができ

たのです｡日銀の中央銀行としての独立性を打ち出したものであります｡そ

れから情報公開｡これも国のレベルではなかなか実現しなかったのですが,

行政改革委員会で議論し,今年4月からようやくスタートしました｡また,

政治改革｡例の選挙制度を中心に実現したことはご承知のとおりであります｡

そして,行政改革｡規制緩和,経済構造改革｡こういった諸々の改革をこの

10年間でやってきたんです｡こんなに大きないろいろな制度改革をやったの

は戦後ないと思います｡ものすごいことをやってきているんです｡これが実

際にどういう意味をもつかは,これからですけれど｡

こうした一連の諸改革は,何を目指そうとしているのか,どういう｢国の

かたち｣にしようとしているのかということを,次に申し上げたいと思いま

す｡端的にいうと明治憲法の天皇主権から日本国憲法の,国民主権-変った

といわれてきましたけれども,本当に変ったのかということなんです｡実は,

官主導,各省主導の体制というのは,実は変ってなかったんではないかとい

うことなんです｡天皇主権から国民主権-と大きく変ったように見るけれど

も,それは表相的なことで,実は日本の国のかたち,構造は変ることなく続

いてきたという面が強いんだということを申し上げたい｡要するに,行政が

いわば教育ママのように国民の生活を面倒見る｡面倒見るということは干渉

するということです｡教育ママのように干渉し,国民も教育ママに頼る,依

存するということだった｡非常に比喰的にいいますとね｡しかし,国民はも

うそういう状況から脱却しなければならないのではないか｡国民がより自由

で,個性を発揮し,また結果について責任を引受ける｡自立といいますか,

自分で立ち,自分で律する,そういう自己責任社会を築こうではないか｡そ

して,政府も教育ママのような余計な仕事をやめてもらう｡そしてグローバ

ル化の進展する国際社会にあって厳しい諸課題に果敢に取り組めるような,

そういう政府を築こうではないか｡それが一連の諸改革の志といってもいい
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のではないかと思うわけであります｡そういう志のもとで,どういう日本の

国の姿かたちを追求しようとしているのかというわけです｡中央大学の石川

教授のコメントですけれども,情報公開制の確立を含め一連の改革を統合す

ると,明治維新から百年以上も続いてきた統治者,お上としての政府から,

国民,クライアントのためのサー/i-としての政府-と転換を図ろうとする

ものであるといってもいいのではないかと思われます｡まず,さっき紹介し

ました情報公開法ですが,国のレベルではなかなか制定されず,官庁による

情報独占が続いていました｡この情報公開法の制定,施行は,それを大きく

変えようというものです｡これを国民がこれからどれだけ有効に利用するか

ということにかかっていますけれども,しくみとして大きな意味をもってい

る改革であるというように思っております｡それが第一点です｡

第二に,内閣機能,内閣総理大臣の指導性の強化と,中央省庁の再編であ

ります｡約半減して1府12省庁体制が,今年の1月6日からスタートしまし

た｡この点については,羊糞の切り分けみたいなもので,いくつに切るかと

いうだけの話で意味がないというような評価もありましたけれども,それは

間違った見方で,このこと自体が大きな意義をもっているということを申し

上げておきたい｡なぜか｡今まで中央省庁というのは,明治憲法以来続いて

きた牢固たる,落とすことのできないお城だったんです｡いままで,例えば

ある省の課をひとつつぶすのでも,もう大騒ぎだったんです｡今回,公務員

を削減しながら省庁を1府12省に再編したということは,国民が自らの力で

本格的に手を付けたということなんです｡陸軍省や海軍省は廃止され,それ

から内務省は占領軍に抵抗したために解体されましたけれども,それ以外の

省庁はずっと続いたのです｡続いたということは,考え方や体質がずっと続

いてきたということなんです｡そうした中央省庁に手を付けたんです｡手を

付けたということが何を意味するかというと,中央省庁といえども,国民の

役に立つか立たないか,そこから考えていじりますよということなんです｡

そのことの意味をお考えいただきたいわけであります｡

さっき明治憲法のことに触れましたが,明治憲法下の日本の統治構造では,
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天皇自体が行政権者だったんです｡戦略をたてに,厳しい決断をするのは天

皇自体である,と｡その天皇を助けるものとして各国務大臣,各省の代表が

いる｡それがそれぞれの立場で天皇を助けるという構造です｡内閣とは,ど

承知のように,憲法上の制度ではありません｡内閣官制という勅令でつくっ

たわけです｡内閣総理大臣はワン･オブ･ゼム,横並びです｡だから各省の

代表が集まっているのが内閣なんです｡厳しい決断は天皇がやる｡各大臣が

それを助けるという構造です｡しかし,このような体制では,うまくいって

いるときはいいのですけれども,失敗すれば天皇が傷つきます｡天皇に対す

る責任追及がある｡この危険を考えないわけにはいきません｡また,立憲主

義を強調して,イギリスのように｢君臨すれども統治せず｣であるべきだと

いう考えがありうる｡これも,立派な考え方です｡昭和天皇は特に意識的に

立憲君主としての行動様式をとろうとされたようですが,そうすると,天皇

が名目化してきます｡残るのは各省です｡しかし,国家として存続するため

には誰かが決断しなければいけません｡取り仕切らなければいけません｡当

初は明治の元勲たちが事実上やっていたのです｡例えば,大津事件で,児島

惟謙がものすごく頑張ったんだといわれてますけど,最近の研究によると,

実は伊藤博文が取り仕切っていたというようなことがいわれています｡そう

いうわけで明治の元勲たちが事実上やっていたんです｡そしてその後原敬な

どが登場して一時うまくいくかなと思われたときがあるんですけれども,そ

れも潰れて昭和の時代に入りますと,一種の政治の空自が生じたんです｡天

皇は名目化する｡あるのは陸軍省,海軍省はじめ各省です｡そうすると誰が

取りまとめるのかというと,政治の不在です｡政治の空白です｡その空自に

軍部が乱入したというのが,明治憲法体制瓦解の最も根本的な理由ではなか

ったかと思っています｡

日本国憲法は,その反省の上に立って,内閣制度を重要な統治制度とし,

そして内閣総理大臣を内閣の首長としてリーダーシップを発揮することを期

待したわけです｡政治責任の明確化ということを狙って,日本国憲法がっく

られたわけです｡けれどもさっき申し上げたように,内務省などほ別として,
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各省は基本的にそのまま残ったわけです｡それで戦後やってきたんです｡や

ってこれた一番の背景は冷戦構造です｡冷戦構造というのは,非常に厳しい

面,世界大戦を引き起こす危険をもってましたけれども,日本は外交や安全

保障という厳しい問題は全部アメリカに任せ,戦後の復興と高度経済成長に

専念するということを許すという面をもっていました｡ややこしい話は考え

なくてもいい｡経済が豊かになるということだけに専念できた｡そういう状

況の中で,各省割拠主義,戦前からの各省割拠主義でやれてきた｡

ところが,いよいよこの冷戦構造が崩壊し,アメリカも経済的に日本が強

くなるのを無条件に許してくれない｡安全だってお前の方で責任をもてとい

うようなこともいってくる｡グロー/ミル化というのは,国家の主権という従

来あった高い垣根が低くなって,この地球の風が吹きさらすということなん

です｡そうすると,国家の統治能力の質というものが問われてくるようにな

ります｡統治能力というのは,国家としての総合戦略,総合調整力,機動性

といったものです｡各省割拠主義ではバラバラで,うまくいきません｡高度

経済成長は止まり,厳しい政策選択,価値選択をやっていかなくてはならな

い｡今,公共事業をめぐって,ああいう話になっているわけですけれども,

そう総合調整力が重要になってくる｡それから,機動性です｡阪神淡路大震

災で,機動性がいかにないかということを露にしました｡そういう統治能力

の質の向上を図るとともに,国民に対する責任性を確保することが重要です｡

官僚制は,ある意味では,国民に対する責任性を伴わないのです｡官僚的無

謬主義というのは責任の性の欠如と一体になっているのです｡

要するに, ｢政治の復権｣ということをやろうとしているのが,政治改革,

行政改革等々なんだということを申し上げておきたい｡そして,官僚のプロ

フェッション性を生かす｡そういう政治というものをつくり出そうじゃない

かというのが,この一連の改革なんです｡そしてその関連で司法改革という

のが,どうしても必要なんです｡これを政治が理解した｡司法制度改革審議

会を与野党一致で立ち上げ,最初に紹介したような調査審議をせよ,という

ことになったのも,司法が｢国のかたち｣に大きく関係していることを政治
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が理解したからです｡だから,真剣になったと思うのです｡審議会での審議

がはじまった頃は,司法は司法の固有の問題だという意識が強く,行政改革

と関連づけることにある種の抵抗がありました｡そうではないんです｡むし

ろこの関連こそが大事なんです｡政治に理解してもらい,財政的にもないろ

んなことをやってもらう必要がありますが,その不可欠の前提です｡司法と

いうのは国のかたちそのものである｡

司法制度改革の内容

そこで,司法改革の趣旨,内容についてお話申し上げたいと思います｡さ

っき申し上げたように,日本の国民はどうも教育ママ,役所,行政各省に頼

る,規制して保護してもらいたがる｡そういう社会だったんではないか｡そ

れに対して,これからは国民がより自由で主体的･創造的に活動できる社会

にしようじゃないかということではないか｡こういう社会,自己責任社会と

か事後監視･救済型社会なんていいますけれども,こういう社会が健全な社

会として存続するためには,公正明確なルールをつくって,それをお互いに

守っていく,尊重していくということが不可欠です｡そうして,国民はこう

いうルールについてよりよく知る必要がある｡よく知るといっても一般の国

民にとって無理な面がありますから,そのルールについてよりよく知ってい

るプロである法曹の助力･助言を容易に得ることができるようにしなければ

なりません｡自由な社会といったところで,いきなり国民を放り出すという

ことは無責任です｡より自由で主体的な活動ができる社会にしよう｡行政府

は余計な手を引け｡その分,国民が自律的な生活を営めるだけの,社会的な

基盤整備をやる必要があります｡その社会的な基盤整備のコアになるのが,

司法,法曹だということを申し上げたいわけです｡ちょうど我々が,身体上

のお医者さん,健康を維持するためにお医者さんを必要とするのと同じよう

に,我々は,日常生活上必要な助言･助力を得られる法曹,ルールに通じた

プロが必要となる｡そういう意味で,法曹は｢国民の社会生活上の医師だ｣

ということです｡
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それでは医師であるためには何が必要かというと,高度の専門技術性はも

ちろんですが,それと並んで豊かな人間性,教養ということになるかと思い

ます｡法曹は,いうまでもなく,人間の生活の機微に触れて相談にのる存在

ですから,単に法的な知識だけではダメなんです｡豊かな人間性,教養が土

台にあったうえでの専門技術性ということが必要であります｡これは,法科

大学院構想の基本にある考え方につながってくるのであります｡そういう医

師としての法曹を養成するというものとして法科大学院構想が浮かび上がっ

てきた｡今のように一発主義の司法試験では,そのへんは無理だというわけ

です｡もっと本格的な養成の在り方を考える必要がある｡そこで,法科大学

院という構想がでてきて,それを最終意見書で盛り込んだということであり

ます｡法科大学院そのものについては,ちょっとだけ触れるにとどめます｡

シンポジウムでまたお話しできる機会があるかと思います｡

司法改革との関連で,自由で民主主義的な社会では,二種類の公共的討論

の場が必要だということを申し上げておきたい｡一つは,国会中心の公共的

討論の場です｡これは非常に重要な政治的な公共的討論の場です｡もう一つ

は,自由で公正な社会を築くうえで不可欠の,裁判を通じての公共的討論の

場です｡政治的な公共的な討論の場で,最終的にものをいうのは力です｡選

挙でどれだけの多数の支持を得るか｡多数決で最終的に決めるわけです｡政

治改革,行政改革というのは,いってみれば心臓に脂肪がっきすぎた,動脈

にコレステロールが溜まりすぎた,これをすっきりして新鮮な血液が力強く

流れるようにする,その工夫だといってもいいと思います｡もう一つは,政

治によって生み出された法が,国民の現実の生活でどういう意味をもってい

るのか,不都合な結果を生みだしていないか,本当に公正なルールなんだろ

うかということを検証するプロセスが絶対必要です｡それが司法なんです｡

そして,司法は公開裁判です｡しかも,当事者主義という構造をとります｡

原告,被告が対等な立場で争えるのです｡相手が政府であれ大企業であれ,

大労働組合であれ,対等な立場で争って,法の原理に基づいて,第三者から

判断してもらえます｡この構造,一対一で議論して,そしてそれを真剣に公
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閲の場で聞いてもらえる,これが大事なんです｡政治によって生み出された

ものにはゆがみがありうる｡多数決ですから｡さっきいったように活性化し

ないといけないのですが,活性化すると同時に弊害も大きくなってくるかも

知れません｡それを受けとめて,静脈として浄化するといいますか血液をき

れいにする,そういうしくみがどうしても必要なんです｡だから,政治改革,

行政改革だけでは一方的であって,司法改革をきちんとやることによって,

全体の身体の強健さをつくろうという意味があるということを強調しておき

たいと思います｡

司法,法曹は｢国民の社会生活上の医師｣であるといいましたけれども,

問題は,この医師が圧倒的に不足しているということなんです｡学生諸君に

何かトラブルに直面して困ったときに誰に相談するかと聞いても,弁護士に

相談するなんていうのはあまりでてこないんです｡だって,身近に弁護士は

いない｡相談しようとしても誰に頼んだらいいのか,いくらとられるのかも

分らないというようなこともある｡医師が圧倒的に少ない｡司法制度改革審

議会の最終意見書で触れているところですが,法曹人口の国際比較でありま

す｡ 57ページの所に書いてあるんですけれども,法曹1人あたりの国民の数

は,日本の場合,約6,300人｡アメリカは,約290人｡これは両極端ですね｡

イギリスは,約が710人｡ドイツは,約740人｡官僚国家として有名なフラン

スでも約1,640人に1人｡日本は, 6,300人に1人の法曹,医者が圧倒的に少

ない｡そこで,今度の司法制度改革の最も重要な柱になっている提言といっ

ていいのが法曹人口の増大です｡とりあえず毎年新規法曹3,000人の誕生を

目指そうじゃないか,ということを昨年の8月の集中審議で決めました｡新

聞でも大きく取り上げられました｡日弁連も非常に苦労されたのですけれど

ち,昨年の11月1日の日弁連総会で,毎年の新規法曹3,000人案が承認され

た｡これが,今度の司法改革の核中の核たる提言だといっていいと思います｡

どんな精微な制度をつくったって,動かす人がいないと動かないのです｡武

田信玄の言葉に｢人は石垣,人は城｣というのがありますけど,結局は

｢人｣なんですね｡人次第なんです｡多様な優れた人材が法曹になってくれ
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るかということが決め手であります｡私は,日本の司法は小さいなりに頑張

ってきたと思います｡裁判官も弁護士も｡それから,検察官も｡少人数とし

ては,よくやってきたと思います｡そのクオリティについては非常に敬意を

もつんでありますけれども,果たして国民の需要に応えているかという観点

から見ると,心許ないところがある｡今国際比較で見ましたけれどもとにか

く法曹人口が圧倒的に少ない｡これを増やさなければならないというのが今

回の司法改革の最終意見書の最も中心をなすものであります｡そして,法科

大学院を立ち上げることによって, 2010年には新しい司法試験の合格者を

3,000人になるように努力しようということを打ち出したわけであります｡

法科大学院は7, 8割合格するということを考えておりますので,とりあえ

ずは4,000人くらいの定員の法科大学院を立ち上げられるかどうかというこ

とが,これからの最も中心的な課題になるかと思います｡

今日のテーマで｢地方｣ということがありますので,最終意見書の中でこ

の地方について配慮している点をちょっと紹介しておきます｡まず,弁護士

へのアクセスの拡充として,最終意見書の80ページに触れていますが,日弁

連あるいは単位弁護士会が法律相談センターや公設事務所の設置を進めてい

ますし,また,各地方公共団体の住民向けの相談窓口において弁護士等を活

用して法律面を含む相談に応じているところも多いけれども,こういうこと

を,どんどん進めていただきたいという趣旨のことをここでいっております｡

それから,裁判所の在り方と関係して,裁判官の任命手続の見直しという

ことをいっております｡ 95ページです｡任命権は内閣にありますが,下級裁

判所の裁判官の指名権は最高裁がもっています｡その指名をするに当たって

国民が関与する機関をつくろうということです｡最高裁に諮問委員会のよう

なものをつくってその機関に指名についての実質的な判断をしてもらおうと

いうことを提言しております｡そして,実質的にやってもらわないといけな

い,ノミナルになってほ困るので,下部組織を地域ブロックごとにつくるこ

とを考えなければならないのではないかということをいっているわけです｡

地域ブロックごとの下部組織としてどのようなものを考えるかは詰めており
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ませんけれども,実質的に適任者の選考に関する判断を行いうるような十分

かつ正確な資料･情報を,地域ブロックごとに整理して,それに基づいてこ

の機関が自主的に判断するようにしようといっているわけです｡地域-の配

慮を示しているものであります｡

それから, 98ページですけれども,裁判所の運営についての国民参加とい

うことをいっています｡現在,家庭裁判所については,家庭裁判所委員会と

いうものがありまして,委員は法曹三者以外に地方公共団体の職員や学識経

験者などから選任されてつくられているわけでありますが,これが現実にど

れだけ機能しているかという問題もさることながら,こういう工夫を地方裁

判所についてもやるべきだということをいっているわけであります｡要する

にその心は,各地域の住民が自分たちの裁判所である,単に最高裁を頂点と

する組織の中の支部があるんだということじゃなくて,裁判所はそれぞれの

地域の裁判所だという意識をもう少しもっていただくような工夫をする必要

があるということをいっているわけです｡アメリカにアワ･タウン,アワ･

コートという言葉がありますけど,あの裁判所は自分たちの裁判所だという

ように思っていただけるような工夫をこれからする必要があるだろう｡そし

て,裁判所がそうなるためには,まずは,それを支えている法曹,弁護士の

役割が重要だと思うわけであります｡

最後に,法科大学院のことについて少し申し上げておきます｡基本的な発

想は｢点からプロセスへ｣というものであります｡最終意見書の61ページに

記載しているところであります｡今までは司法試験は一発主義o　どういう教

育を受けてきたのかということは問わない｡試験に通りさえすればいい｡試

験がすべてです｡そういう試験制度｡これはある意味では,開放的,平等だ

といえる面があるんですけれども,どういうプロセスを経てどういう教育を

受けてきたかということを問わないんです｡この在り方でいいんだろうか｡

大学の法学部の教育の現状等については,シンポジウムでまたお話申し上げ

ますけれど,学生は,大学に入っても,学部の授業になんか余りでないで,

すくや予備校にいくわけです｡予備校の方がわかりやすく教えてもらえるとい

-209-　　　　　　信州大学法学論集　創刊号



シンポジウム　地域が参加する21世紀の司法制度-長野県にロースクールを-

うことで,いわゆる大学離れというのが生じている｡早く通ろうと思えば,

いかに効率的に勉強するかということが重要になります｡これは,しょうが

ないですね｡司法試験の一番厳しいときには合格率が1.5%くらいでした｡

今の合格者数は1,000人くらいになりましたけれども,今でも合格率は2.5,

6%だと思います｡合格率がものすごく低い｡そうすると,それに通るため

には何年もかかるかもしれないし,勉強の仕方も試験に合わせて勉強すると

いうことになるというのは避けがたいです｡そこで,そういうことではなく

て,一つの過程でみっちり勉強したならばせめて7, 8割位は通るという,

そういうしくみをつくる必要があるんではないかというのが基本的な発想で

す｡国会に呼ばれて予備校を軽視するのかとかいろんな厳しい質問を受けた

んですo　大学はまともな教え方をしないから予備校にお株を奪われたんだと

か｡その時私も答えたんです｡医師国家試験に関しても予備校があるらしい

んですけれども,身体上のお医者さんについて,試験さえ通ればいいという

ようにお考えになりますか,と｡身体上のお医者さんについて試験さえ通れ

ばいい,ペーパーテストで一発勝負でいいとは恐らく考えられないのではな

いか｡やっぱりいろんなプロセスを踏んで教育を受けて,最終的にはテスト,

試験がありますけれど,それはプロセスとして教育の成果を少し確認すると

いうくらいの試験ではないか｡医者は試験さえ通ればいいとは絶対考えない

のではないか,そういったらどなたも反論されなかったんです｡法曹の場合

も,さっきいったように人間の生活の機微に触れる職業です｡これを医師と

して位置付けて,そして医師として日本の社会に広く身近にいてもらうよう

にし,頼りがいのあるものにしようということであれば,やっぱり一発試験

ではなくて,どういう教育を施されたかということがまず基本ではないか｡

試験は必要かもしれませんが,それはそこで学んだことを基本的に確認する

という性質のものであるべきではないか｡

法科大学院の目的･理念としては, 63ページ以下の所に記してあります｡

理論教育と実務的教育を架橋するものとして,公平性,開放性,多様性を旨

としつつ,人間性の溶養･向上を図りつつ,専門家としての創造的思考力,
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分析力,議論能力,あるいは先端的な法領域についての基本を理解させます｡

そして,プロとしての倫理を身に付けるような教育をします｡そして,適正

な教育水準を確保するためにいろんな工夫をする｡それから,法科大学院に

ついては全国的な適正配置を考慮する｡関西にも少しはありますが,事莱上

東京に集中しているのをできるだけ各地域に法曹が育つようにする｡さっき

申し上げたようにアワ･タウン,アワ･コートではありませんけど,我々の

裁判所だという意識をもっていただくようにする｡そして裁判所を取り囲む

厚い法曹がいて,国民が法曹と深い関係をもつという構造をつくっていくた

めには,法科大学院についても全国的な適正配置を考える必要があるという

ことをいっているわけであります｡この-んは,またシンポジウムで議論に

なるかと思いますので深入りはいたしません｡

そろそろ締めくくらないといけません｡委細は後で申し上げることとしま

して,法科大学院を2004年に立ち上げるということを意見書はいっているわ

けです｡つくるとして,どういう中身になり,学生定員,学生と教員の比率

とかそういうものはどうなるのかといったことがたちまち問題になる話であ

ります｡この点について,今,中央教育審議会(中教審)の法科大学院部会

で議論しておりまして,この設置基準の骨子を今年中に示したいと思ってお

ります｡そして来年の2, 3月位には中間的とりまとめを行って,来年の6

月頃には最終的な報告書を出したいと考えております｡そして,それにあわ

せて,法科大学院のカリキュラムの具体的内容,教育方法などの委細につい

て,これらは, ｢適格認定基準｣などと呼んでますけれど,これを早く明ら

かにしてもらう必要があります｡こうした事柄は中教審の法科大学院部会で

なく,もともと第三者的な機関をつくってそれにやってもらおうということ

であったのです｡しかし,この間題は文部科学省とか法務省とか関係するも

のですから,なかなか難しいところがあって,第三者機関の設置には至りま

せんでした｡そこで,とりあえず準備室ないし今度できる推進本部で適格認

定基準を早く明らかにしてもらって,それと関連づけて設置基準の荒削りな

ものを早く示すということを考えております｡ ｢三点セット｣といってます
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けど,設置基準,クオリティについての適格認定基準,それから出口の司法

試験の問題があります｡この司法試験がどうなるかも非常に重要な問題です｡

この司法試験も法科大学院の教育に見合うような内容にしなければいけませ

ん｡今,司法試験管理委員会を中心にいろいろ研究してもらっておりまして,

これもできるだけ早くその姿を示してもらいたいと考えているところであり

ます｡

来月(11月)の17日に日本法律家協会主催でシンポジウムが予定されてお

りまして,そこで法科大学院のカリキュラムはどうなるか｡認定基準のある

種のところなど,大体の姿がそのシンポジウムで示されることになるんでは

ないかと考えているところであります｡やや少し出遅れた感はありますけど,

これからは急ピッチで作業が進み,法科大学院をつくるについて何が必要で,

どうしなければならないかということが明らかにされるものと期待している

ところであります｡

改革というのは,申すまでもなく一編の法律などによって実現するもので

はありません｡行政改革もそうでありますが,改革は息の長い作業です｡も

のによっては5年, 10年,本当に理想的な姿に近付くには20年, 30年かかる

かもしれません｡行政各部中心の日本の体制,これまで続いてきたこの体制

を変えようとしているわけです｡今までは行政中心でしたから司法は脇役,

本当に小さな司法ですまそうとしてきました｡それを大きな司法にしようと

しているのです｡行政改革は公務員の数を減らす,一割減らすんです｡こち

らの方は増やそうとしているんです｡増やすことによってもっと司法を大き

くしようとしているのです｡そして日本の社会を,より自由で公正な社会に

するために,この二つのバランスをとらせよう｡これによって,日本国憲法

が目指している個人の尊重,個人の自律を中心とする自由で公正な社会を築

く｡そういう国の姿かたちにしようと大きく舵をきって進もうということな

のです｡本当にスムーズにそちらの方向に進むのかどうかは,これからの5

年, 10年, 20年の我々の努力如何にかかっている｡最終的には国民自身の考

え方であるということを申し上げざるを得ないわけであります｡やや口幅っ
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たいことを申した所もあるかと思いますけれども,私のスピーチとしては以

上で締めくくりさせていただきたいと思います｡どうもご清聴ありがとうご

ざいました｡

司会:佐藤先生どうも大変ありがとうございました｡信州大学の関係者,弁

護士会の関係者だけでなく,学生や一般にご参加していただいた方々にも非

常に懇切丁寧でまた,明確な,非常にクリアーなお話であったと思います｡

もう一度盛大な拍手をお願いします｡どうもありがとうございました｡

第2部　パネルディスカッション

司会:それでは第2部パネルディスカッションを始めさせていただきます｡

コーディネーターは,信州大学経済学部の又坂常人先生にお願いすることに

なっております｡又坂先生よろしくお願いします｡

又坂常人･信州大学経済学部教授:経済学部の又坂でございます｡よろしく

お願いいたします｡今日は,あまり天気が良くないところ,たくさんの方に

きていただきまして本当にありがとうございました｡

今日お渡しした資料の中に信州大学法科大学院構想案の概要というのがご

ざいまして,その一番最後のページに,信州大学におけるこれまでの法学教

育というのが書いてございます｡現在に至るまでのこの学部,あるいは大学

における法学教育の歩みのようなものを簡単に書いてございます｡これは,

後はど必要になったときに再度ご参照いただければなと思います｡

私ども5月から長野県の弁護士会の方々とずっと協議を続けてまいりまし

た｡その中で信州大学と県の弁護士会が共催してシンポジウムを開こうとい

うことになりまして,高石事務局長のご尽力を得て,佐藤幸治先生に来てい

ただいて今日の運びになったわけでございます｡パネルディスカッションで

ございますので,いろいろなお立場の方からいろいろなご意見をお聞きした

いと思っております｡ひとつよろしくお願いします｡

パネラーをご紹介いたします｡私の右隣,今ご講演いただきました,元司

法制度改革審議会元会長の佐藤幸治先生でいらっしゃいます｡そのお隣が日
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本弁護士連合会法科大学院設立運営協力センター広報支援部会長の塚原英治

先生｡そのお隣が長野県弁護士会会長の佐藤芳嗣先生です｡そのお隣が長野

県経営者協会常務理事兼事務局長の佐藤穣先生です｡最後に信濃毎日新聞社

編集局次長の高越良一先生でございます｡よろしくお願いいたします｡

佐藤幸治先生から非常に,クリアーで歯切れのいいお話をお聞きしまして,

司法制度改革の意味,あるいはこれから法曹教育の意味,それからロースク

ールの意味などをお話しいただいたところでありますけれども,これを受け

て,日弁連の塚原先生の方からこれまでの全国的なロースクールの設置状況

等に関するお話をまずお聞きしたいと思っております｡よろしくお願いいた

します｡

司法制度改革と日弁連

塚原英治･日本弁護士連合会法科大学院設立･運営協力センター広報･支援

部会長:弁護士の塚原です｡

司法改革において法科大学院のもつ意味については,先程,佐藤幸治先生

が詳細にご説明されましたけれども,日弁連としてもそこで指摘された二つ

の点について,非常に重く受けとめました｡

ひとつは,法曹人口の増大が必要だということです｡もうひとつは,量だ

けではなくて質も十分ではない｡専門領域で弁護士が不足しているという指

摘もありまして,この両面を非常に重く受けとめました｡ご紹介もありまし

たとおり昨年11月に臨時総会を開きまして,法曹人口の増大については国民

が必要とする量と質の法律家を確保するのは弁護士会の重要な責務だという

ことを確認いたしました｡さらに,そこで求められる新しい法曹養成制度に

ついては,法科大学院を軸に考えていくことを決定し,昨年の12月に,法科

大学院設立運営協力センターを設置いたしました｡ここでは,法科大学院に

必要とされる教員をどのように弁護士会として養成していくのか,あるいは

法科大学院というものが何をどのように教えるところなのかを検討していま

す｡今年の4月にモデルカリキュラムを発表し,モデル授業の実践も行いま
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した｡ 11月17日に予定されております日法協のシンポジウムにおいても,日

弁連の現在の考え方を発表する予定でおります｡

法科大学院構想の全国的状況

塚原:現在の全国的な状況について,ごくアウトラインだけをお話しして,

最初の発言にしたいと思います｡法科大学院が,当初3,000名ないし4,000名

という形でできるのではないかといわれておりますけれども,これは実は数

が先にあるのでほありません｡設置基準をクリアーしたところについては,

設置を認めていくというのが現在の基本的な考え方です｡数で統制をする,

計画的な養成をするという考え方には現在の所立っておりません｡ですから

どれだけの数が立ち上がるかということ自体は実は見えていないのです｡全

国で法学部のある大学が90,法学系を含めると100を超えておりますけれど

ち,現在までの時点で法科大学院の設立の意向がある,予定があるとアンケ

ート等で回答しているところは63校あります(検討中を入れるともっと多く

なる)｡具体的な構想を発表したところで40ございます｡しかし,実際には

予定があると回答している中の半数位の設立がやっとかと思っています｡そ

れは数を制限するという発想によるのでほないのです｡法科大学院は少人数

で質の高い教育をするということを想定しておりますので,教員と学生の比

率が学生10人に対して大学院の専任教員1を想定しています｡ですから, 1

学年50人｡今,基本的には3年制を基本に考えておりますので,全体で150

人｡専任教員が15人必要だということになります｡これを大学院だけで確保

することになるので大変に厳しい数字になります｡

信州大学で伺いましたところ,法学系教員は6名だということです

(20001年12月26日に発表された中教審法科大学院部会の設置基準骨子では,

人数比では15 : 1に緩和されたが,最低教員数は12人とされている｡)から,

到底足りない｡しかも学部から全部教授を引き上げないとできないというこ

とになりますので,そのようなことができるかが問題になる｡日弁連では専

任教員比率をもう少し緩和したらどうか考えておりますけれども,現在の流

-215-　　　　　　信州大学法学論集　創刊号



シンポジウム　地域が参加する21世紀の司法制度一長野県にロースクールを-

れは学部との兼担を認めることでカバーしようとしています｡ただし,兼担

を認めた場合でも,現在学部教育で教えている分にまるまる大学院がプラス

されるとすれば,今度は到底質が確保できませんから,トータルのコマ数は

制限せざるを得ません｡やはり,人が必要になる｡文科省は現在のところ,

そのために特別な予算を付けるという発想ではありません｡それぞれ大学の

中で考えてはしいというのが基本的な考え方です｡必要な法律家を養成する

ファンドをどこからもってくるかという問題があり,文部省の姿勢を是認す

るわけではないのですが,大学の中で教官のやりくりをしなければいけない

というのが,現在,それぞれの大学が大変に悩んでいるところで,そういう

ところから見て実現可能性になると限られてくることになってきます｡です

から,政策的にどこに何校というようなことよりは,この基準をどのように

クリアーしていくかというのが大変大きな課題になっているということだけ

最初に申し上げまして,私の発言といたします｡

又坂:どうもありがとうございました｡

今の点につきましては,後はどまた議論していくということにいたしまし

て,地元の弁護士会として司法制度改革問題, p-スクール問題についてど

ういうようにお考えになっているのかということについて佐藤会長の方から

お願いします｡

長野県における法曹人口

佐藤芳嗣･長野県弁護士会会長:長野県弁護士会の佐藤です｡まず私の方で

皆さんの手元にお配りした資料をもとに現在の長野県弁護士会の会員数,そ

れから,この10月に第54期の司法修習生が全国の各会に入会しましたけれど

ち,その入会状況を説明して長野県の現状を把握していただきたいと思い普

す｡

長野県には現在113名の弁護士がおります｡長野に本庁がありまして,長

野以外に上田,佐久,松本,諏訪,伊那,飯田に支部があります｡それぞれ

本庁に何人,支部に何人弁護士がいるかという数字が,長野地方裁判所管内
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の人口と弁護士の数の表になっております｡長野県の人口は約220万人｡ 113

名の弁護士ですと,簡単にいえば2万人にひとりしか弁護士がいない｡とり

わけ佐久というところを見てもらいたいのですが,佐久支部は,管内の人口

21万5千を超えてますが4名です｡弁護士ひとりあたりの人口は5万3千人

を超えていると,こういう状況にあります｡司法改革の理念として,市民に

身近な弁護士を確保するというのがあったと思うのですが, 5万人にひとり

の弁護士であれば,身近に弁護士がいるといっても何処にいるか分らないと

いうのが実態ではないかと思います｡

それから,これは長野県だけではないのですが, 54期司法修習生の入会状

況というのをつい最近手に入れまして,若干私の方で調査したのを手書きで

書いてありますけれども,この10月に全国で弁護士会に入会した人の数が右

下にでてますが759名です｡ 759名の内東京三会に450名,約60パーセントが

東京で弁護士を始めているという状況にあります｡それから東京以外に大都

市がありますが,右下に書いておきましたけれども,東京,大阪,名古屋,

横浜,福岡,京都,神戸とこの7つの市に,この大都会に669名ですから,

88パーセントの修習生が大都市で弁護士を始めているという実態があります｡

長野県はどうかといいますと,この10月に2名だけ入会者がありました｡そ

れから一番下の所に,入会者ゼロの県を書いておきましたけれども,関東で

いえば栃木県それから,日本海側で富山,島根,それから北陸の方で秋田,

青森,それから四国の香川,高知,この7県はひとりも今年度弁護士になっ

ておりません｡結局,従来,司法試験の合格者が500名の時代がずっと長か

ったわけですが,これが現在1, 000名まで増えておりますけれども,実際に

は,大都会に弁護士が集中するという傾向がどんどん進行している｡長野県

弁護士会の場合, 1981年,今から20年前の会員数が77名です｡これが1991年

になりますと, 101名ということで,この10年間で24名増えています｡とこ

ろが1991年から今年2001年までほ12名｡司法試験合格者は増えたわけですけ

れども,長野県のような地方でやる弁護士はかえって減っているという実態

があると思います｡
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それで,弁護士会の中には,法曹人口の増大ということに関していろいろ

な考え方はありますが,少なくとも長野県のような地方においてほ,先程,

佐藤会長がいわれた司法改革の理念を実現するためには,やはり,もう少し

多くの人達が長野県内で開業していただきたい｡とりわけ長野の本庁もそう

かもしれませんがそれ以上に松本,上田,佐久,飯田,伊那というような,

支部において開業していただかないと,市民に的確な法的サービスを提供し

ていくことが充分できないのではないかというように思います｡現在でも,

やっぱり消費者間題であるとか労働事件であるとか企業法務,あるいは先日

も来年度に弁護士になる方から,長野県で外国人の問題について取り組んで

いる弁護士事務所はどこでしょうかと聞かれて,そういうところがあったら

所属したいという方がいましたけれども, 113名いる中で外国人問題につい

て専門的にやっている弁護士は,パッとこう見ても思い浮かはないというよ

うな状況でありますので,やはり長野県内にも法科大学院をつくったうえで,

地方にも弁護士を増やすということが必要なのではないかというように考え

ています｡以上です｡

又坂:どうもありがとうございました｡今の話に,新しく弁護士になられる

方が大都市の万に集中しがちだ｡むしろ地方の方では新規に弁護士になる方

が減っているという,それは様々な理由でリーガル･サービスの低下に結び

ついているというお話だったと思うのですが,その点との関係で経済界の方

の立場として,その司法改革なり法曹に対する期待なりということについて

佐藤事務局長の話をお聞きしたいと思います｡

経済界からみた法科大学院構想

佐藤穣･長野県経営者協会常務理事兼事務局長:特に,皆様方に資料は提出

してありませんが,私はこの基本的な構想について大賛成であります｡その

理由を三つ述べたいと思います｡

ひとつは佐藤弁護士さんがご指摘されましたが,近年非常に労働事件が増

えているわけでございます｡例えば,平成10年に労働関係の民事訴訟が通常
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訴訟で2,000件を超えまして,最新のデータで平成11年で2,236件に及んでお

ります｡それから仮処分も,平成11年で890と非常に多いのです｡この10月

1日から,長野労働局,厚生労働省ですが,各県に個別的労使紛争を調停す

るための紛争調停委員会を開設するわけでございますけれども(私も長野県

地方労働委員会の使用者委員でございますけれども)いわゆる個別的労使紛

争も増加傾向にあることは事実であります｡

それから,第二点は冒頭基調講演で佐藤先生からもご指摘がありましたが,

経済のグローバル化の進展ということなんですね｡これは,特にローカルな

視点から申しますと,本県は最新時点の県の商工部の調査で,本県から769

の事業所が世界に展開しております｡そのうち製造業が415,非製造が286事

業所でございます｡アジア方面が67%,その次に北米,欧州という順になっ

ているんですが人件費の問題もさることながら,非常に昨今海外シフトが進

んでおります｡それにともないまして,当然のことながら,商事法務問題あ

るいは取引,あるいは労使紛争等々,非常に需要になってきています｡もち

ろん,県内の中堅有力企業におきましては,法務対策室,あるいは法務担当

者などおいておりますが,佐藤芳嗣先生がおっしゃいましたが,外国人労働

者のことはどの先生にいけばいいのですかというような問題が出てくるわけ

でございます｡長野県は特に｢ものづくり県｣でございます｡ご案内のとお

り電気,精密,機械,輸送用機器,これで約3兆8千億位の出荷高を誇って

います｡日本に冠たるものづくり県でございまして,そういう意味からいき

ますと今大変不況ではありますが,法曹の方々が増えるということは大変望

ましいことです｡また,その潜在需要があるという点を私はまず申し上げた

いと思うわけであります｡それから,もう一つはIT革命の進展に伴い,働

き方が徐々に変化してきておりますし,雇用形態が多様化･流動化していま

す｡メンタル･ヘルスの問題も発生しております｡いわば経済のグローバル

化によって,法曹に対する需要が増していくと思われます｡

それから,もうひとつは,知的財産の問題でございます｡特許権の問題｡

昨今11の判例が出ております｡いわゆる特許権の帰属は企業にあるわけなん
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シンポジウム　地域が参加する21世紀の司法制度-長野県にロ-スク-ルを-

ですが,近年訴訟が増えてきています｡ですから,この知的財産をめくやる問

題も複雑化してきており,経済界としても腐心しています｡以上の三つの理

由によりまして,法科大学院構想は,大変結構であると思うわけでございま

す｡

信大経済学部の創設につきましては,私ども経営者協会が中心になり協力

を申し上げました｡経友クラブと経済システム法学科の設置につきましても,

同様でございます｡信州大学は,タコ足大学といわれておりますが,本県唯

一の総合大学でもあります｡法学部がないというのも,残念なことであり,

法科大学院が設置されることを期待致します｡その経過的なものとして経済

システム法学科が設置されたという経緯があるわけでございます｡

又坂:どうもありがとうございました｡一方で法曹人口がすくないというこ

とと,今のお話はむしろこれから経済のグロー/ミル化にしたがって,ますま

す需要が増えてくるだろうというお話だったと思います｡最後に信濃毎日新

聞の高越さんに,今日は新聞社ということではなくて,市民の立場というこ

とでございますのでよろしくお願いします｡

法律と国民(県民)とのかかわり

高越良一･信濃毎日新聞社編集局次長:信濃毎日の高越ですが,今日は,ひ

とりの県民あるいは市民の立場で来ております｡新聞社としてはまだこのこ

とについては,統一見解をもってないということもありますが,私の個人の

考えを中心にお話ししたいと思います｡

一つは法律と国民,あるいは県民の関わりが今までどうだったかと考えま

すと,ひとりひとりお考えになれば分ると思いますけれども,非常に関係が

薄いです｡個人的なことでいえば,例えばだいたい法律に係わるということ

がいいことではないと｡検察庁から起訴されるかあるいは金を借りた相手か

ら民事裁判を起こされるか,したがって裁判所とか法律と聞くと思わずギク

ツとするのは我々市民ではなかったのか｡しかし,それは法治国家であり市
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氏,民主国家である国民なり市民としてはかなりおかしな話です｡西部劇で

はごろつきが俺が町の法律だと威張っている場面がよくあります｡アメリカ

人はある意味では,法律が自分のものになっているという感じがするのです

が,日本では弁護士さんも大変少ないですし,大いに充実してもらう,法科

大学院は基本的につくっていただくことは賛成です｡今,お話があったよう

に信大が総合大学として充実することは賛成ですが,それが,法曹の世界の

いわば業界の話としてだけ,どんどん進むのではなくて,県民の声をよく聞

いていただくことが大事だと思います｡そうでないと信州大学と弁護士会の

先生方で大汗かいて,大変だ大変だと騒いでどうなるのかということではど

うもいけない｡

そのためにはやはり,長野県民が法律とどのように係わってきたのか,そ

の実態というのをよくお調べいただいて,例えば本来は弁護士先生に頼まな

くてはいけないケースであるが頼まなかったケースですとか,その時になぜ

頼まなかったのかご当人の意見をよく調べていただいて,さらに裁判所の対

応,検察庁などの対応をきちんと調べたうえでいかないと,県民世論として,

ロースクールをつくろうじゃないかということにはなかなかならない｡信大

と弁護士会の先生方がなにか一生懸命やっているなあ｡まあ頑張ってくださ

いよみたいなことで終わっちゃうのです｡もっと法律をより身近にするいい

チャンスでもありますので,県民の声をよく聞いていただきたいということ

がひとつの注文でございます｡

もう一つは,司法試験の予備校化につながるようなロースクールであって

ほ困る｡やっぱり県民に開かれた法律の大学院,どういう形になるか分りま

せんが,そういうものをつくっていただきたい｡都圏にある司法試験の予備

校みたいなものができても困るわけで,そのためにも教育内容をどのように

するのか考えていただきたい｡

もう一つは,法律をつくるのは立法府の問題ですが,立法府というのは意

外に怠慢なところがありますから,こういう法律をつくれ,こういう法律は

改正しろという声を挙げる拠点ともしていただきたい｡例えば最近の例でい
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シンポジウム　地域が参加する21世紀の司法制度一長野県にロースクールを-

いますと,選挙がありますと,インターネットで候補がホームページをつく

っています｡そこで私を支持してくれ,私の政策はこうだといって訴えてい

ますが,これは選挙中オープンにしていていいのかという問いを旧自治省に

したら自治省は頭を抱えてしまった｡要するに法律は想定していないと｡そ

れでひねり出した結論がこれは文書の頒布にあたるので,どうも選挙期間中

はやめてくれというような話になったと聞いています｡ご覧になるとわかる

と思いますが,各選挙事務所は選挙中はホームページを停止しています｡し

かしホームページという通信手段は私は,選挙中にこそ生かされなければい

けない｡ところが法律が想定していないからとりあえずやめろと｡こういう

ものに対しておかしいじゃないか,もうインターネットは5年も6年も前か

ら皆使っているではないか｡自治省のお役人は何もやっていなかったのか｡

そういう声を上げる拠点としてもロースクールを位置付けることが大事かな

というような感じがしています｡

又坂:どうもありがとうございました｡大変良いお話だと思います｡一番最

初の業界だけの話にするなというお話だと思うのですが,そのためにももっ

と実態を調べるべきだ｡これに関しては,私どもと県の弁護士会とでプロジ

ェクトを組みまして,今年度から共同研究をすることにしています｡やはり

業界だけの話ですと一般化しませんので,個人的な願望が入りますが,でき

れば開かれた形でいわば県民がつくり上げる形で開かれたプロセスで設置で

きれば,と思っています｡

それから一番最後の点ですが,ロースクールというのは専門学校や予備校

ではありませんで,それは試験に通るだけの教育をするのではなく,より広

い市民的な教養というかモラルなどを含みますし,さらに教育だけではなく

研究も含むというように考えています｡つまりロースクールを担当する人間

は教育者であると同時に研究者でもあるわけですから,かなり高度な専門知

識をもった人間が結集するということ,それ自体意味のあることだと思いま

す｡長野県は先ほどからくり返し述べられていますように,法学資源が非常
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に少ない｡そういう中で,高度な専門知識をもった人間を結集すること自体

ある種先駆的な機能を果たすであろうと思っています｡

それから,一番最初の塚原先生のお話で数値目標はあえてあげないのだと,

基準を満たしたものから認可していくのだと,政策的な誘導はしないのだと

いうお話がありましたが,司法制度改革の趣旨目的に照らしますと,全国

津々浦々の人々に対して遍く質の良いリーガル･サービスを提供することが

必要であり,大都市圏だけにロースクールが偏ってしまうのは望ましくない

のではないかと思います｡しかし,実際問題として大変難しい問題が出てく

る,その-んのところは佐藤先生,我々はどのように目標設定なり戦略･戦

術を考えていけばよろしいのでしょうか｡アドバイスしていただければと思

います｡

法科大学院設置の戦略･戦術

佐藤(辛) :大変難しい問題です｡抽象的にいいますと,理想は高く掲げる

必要はあると思いますが,現実論として例えば3,000人の合格者, 7, 8割

通るには4,000人はどの法科大学院の学生ということになるわけですけれど

ち,この達成が20年も30年もかかるようでは困るのです｡ 2010年に達成した

いというのが強い希望です｡けれども先ほど塚原先生がおっしゃったように,

設置基準を満たさなければ質の悪いのがたくさんできても困るのではないか

というのはそのとおりです｡そこで,理想は理想として,法科大学院がスム

ーズに立ち上がれるような工夫を凝らす必要があるだろうと思います｡理想

的なロースクールは,そこで教育を受けた人が先生になる頃にできるのかも

知れません｡そのぐらいの気持ちで設置基準や適格認定基準の運用の在り方

を考える必要があるのではないか｡全国的な適正配置ということも考えなけ

ればならない｡できるだけスムーズに立ち上げて,そしてだんだん理想に近

づけていくということを考えるしかしようがないと思います｡ですから設置

基準の方はまずミニマム｡これだけは考えてくれということを決める｡そし

て要件の運用の仕方などについて,先ほど兼担の話が出されましたけれど,
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その-んの問題も含めて運用のところで弾力的に考える｡そして次第に理想

に向かって進んでいくということを考えるしかないのかなと思っています｡

先ほど具体的に学生定員と専任教官との比率の話をなさいましたけれど,私

の立場として今の抽象的ないい方でお許しいただきたいと思います｡いずれ

にしても設置基準はミニマム,これくらいは考えて欲しい,しかし運用につ

いてはこういうことも考える必要があるというような形になっていくのでは

ないかと思っていますが,それ以上のことは今の段階では- (笑)0

又坂:どうもありがとうございました｡ある種の政策的誘導というのは必要

ではないのかなという気がします｡やはり設置基準というものはミニマムな

ものであとは極論かもしれませんが,例えば3, 000人といわず5, 000人とか

6,000人とかどんどん余るくらい法曹をつくってあとはマーケットが判断す

るというようなことも一つの選択肢としてあり得るのではないかと思います｡

この-ん塚原先生いかがでしょうか｡

法律家の量と質

塚原:法律家の数は最終的にはマーケットが決めるのだというのは昨年の日

弁連の決議でもありますが,プロフェッションの養成には非常にコストがか

かるのです｡現実に例えばイギリスなどでは,大学の課程その他は終えたけ

れど修習ができないために法律家になれないという人が滞留しています｡弁

護士事務所で修習しますが,法律事務所は必要がなければ修習学生を採らな

いので,その段階で人があぶれます｡そうするとそれまでの教育が無駄にな

るのです｡ですから,過度のコントロールの発想をもってはいけないですが,

あまり無駄にならないような制度を考えないといけないだろうと思います｡

それと改革審は司法修習を,研修所を残すという意見になっています｡弁護

士会もいまのところそう考えていますので修習体制の問題がどうしてもリン

クする,現在のところ最初は1,200人,さらには1,500人まで現在のスタイル

で修習をしろといわれていて,これはなんとかぎりぎり可能かと考えていま
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すが,それを超えると現在の修習体制では不可能です｡そうなると抜本的に

考えを切換えなければいけないので,どうしたらいいか今検討しているとこ

ろです｡質を確保しかつ枠組を今までとあまり変えない形でやっていこうと

するとなかなか難しいところがあるので,修習について抜本的に見直すとい

うことをしないと,そこが数の上では問題になってくるということがあろう

かと思います｡

法科大学院の適正配置

塚原:適正配置の問題ですが,日弁連が昨年法科大学院についての基本方針

を出したときに,最低限5筋目の要望を審議会にしようということを決めた

ときの一つの柱が適正配置です｡先はど長野県弁の佐藤会長のお話にあった

とおり,やはり弁護士過疎という問題をどうやって解決していくかというと

きに,地域に根ざした法律家をつくっていくことは大変に重要だと思います0

これは昨年の鹿児島大学のシンポジウムでもあったのですが,弁護士が減っ

ているところはその県に法学部のある大学がないという指摘がされている｡

実際に戦後になってから弁護士が減っている県あるいは最近十年間で弁護士

の実際の数が減っている県がいくつかあります｡そういうことを考えると地

域に根ざした法律家を何とかして養成したい,そのためには先ほども出まし

たけれど基準を弾力化してでもある程度できないか,ということを考えてい

ます｡しかし逆に作ろうとしているところではそれなりの努力をしています｡

現実に大きな動きのあるところでは静岡県,あるいは島根県,岩手県などで

す｡島根県では鳥取県と合わせて山陰にロースクールをということで,こう

いうシンポジウムでは島根県,鳥取県の両方から副知事が二人も来られまし

てご挨拶をされています｡静岡県などでは副知事が来て今度司法改革静岡県

懇談会というのをつくりましたけれど,これは国会,県･市議会の議員,輿

知事,市長から総動員したような組織をつくりまして,メインの目標は静岡

大学にロースクールをつくるということで動いています｡岩手県は今年の11

月にアメリカに県の弁護士会,岩手大学それから岩手県が調査団を派遣し一
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シ,/ポジウム　地域が参加する21世紀の司法制度一長野県にロースクールを一

緒に行く(テロのため中止)というような取り組みをしています｡

法科大学院と自治体

塚原:自治体がどのようにかんでいくか,これは大変に難しく県立大学等で

あればそのようなことも可能ですが,国立大学に対して県が寄附をするとい

うようなしくみができておりません｡そこをどのように変えていくか,ある

いは独立行政法人になった場合でも自治体の寄附は現行法では禁止されてい

ますが,ここは変えていく余地はありますので,そういうところを変えてい

くことによって自治体がそのような大学に寄附をしていくような形も考えら

れます｡いろいろなしくみを考えていくということで日弁連の設立運営協力

センターという名前,非常にたいそうな名前ですが少しでも知恵を貸すこと

ができればということでつくっております｡

プロフェッションスクールとしての法科大学院

塚原:ただ,先ほど信州大学の構想の中にありましたが,基本的にロースク

ールの構想というのは,市民的教養は学部でやっていただきたい.法科大学

院はまさにプロフェッション,専門家の教育をするのだということでかなり

そこは切り分けて考えられています｡法科大学院でまだなお市民的教養など

といっているようでは困る｡むしろ学部できちんとやってもらいたい｡逆に

いうと法律だけをやってきた人にさらに2年も3年も法学教育をするという

のはできれば勘弁して欲しい｡むしろ経済学とか歴史学とか理工系の知識を

得た人を3年間のプロフェッションスクールで役に立つ法律家にしていきた

いというのが,法科大学院構想のかなり重要なところを占めていますのでそ

のことも一言申し上げておきます｡

又坂:どうもありがとうございました｡市民的教養というのは語弊がありま

したが,例えば企業法務をやる場合に,かなり経営学の知識がなければだめ

だろう,あるいは政策法務をやる場合に多少政策に関するかなり深い知識が
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なければだめだろう,というような意味で使った言葉であります｡いわゆる

大学の一般教養でやっているような意味での教養という意味ではありません｡

いまのお話で大分わかってきましたが,一つは地域の中でニーズを掘り起

こしそれを結集し全県的な盛り上がりを背景にした支援体制をつくる,これ

は法科大学院を県内でつくっていく上で必要不可欠なことである,というお

話だと思います｡

それと先ほど高越さんがおっしゃった,どうも敷居が高いというか司法に

対する普通の人の意識がまだまだ我々と違う,かなり意識にギャップがある

というようなお話｡その点,県なり何なり行政の関係といわゆる県民の意識

のズレのような問題,これは地元の弁護士会としてどのようにお考えかを佐

藤会長さんの方からお願いします｡

市民と弁護士の関係

佐藤(芳) :なかなか答えにくいご質問です｡先ず県民の意識という面から

ですが,必ずしも長野県だけではないと思いますが,身近な存在として弁護

士が必ずしもいなかったと思います｡戦後50数年経っていますけれども,

500人体制といいますか新規法曹が年間500人しか生まれないという時代が長

かったので,私個人の見解ですが,裁判官,検察官だけではなく,弁護士も

ある意味では非常に特殊な存在であって市民の中に入っていかなかったので

はないか,だから市民に身近な弁護士といってもそんなに周りにいなかった

というのが実情ではないかと思います｡先ほど佐久の例を紹介しましたが,

22, 3年前に私は上田で弁護士を開業しましたが,その時には佐久には一人

も弁護士がおりませんでした｡ 20万人を超える人口を抱えながら一人も弁護

士がいなければ身近に弁護士をといってもいないものはしょうがないという,

恐るべき実態ではなかったかというように思います｡ですからむしろこれか

ら弁護士自身が市民の中に入っていく,そういう時代が来るのだということ

で,これまでの弁護士の意識も変わらなければいけない｡逆にいえば,弁護

士の数が増えていけば,いままで弁護士が働いていなかったいろいろな分野
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で弁護士が活躍する場面もでてきますので,これから変わるのでほないか,

また変えていかなければならないと思います｡

法科大学院設置の支援体制

佐藤(芳) :行政との関係ですが, (ロースクールの関係はあとで述べます

が)私も佐久地方に弁護士が一人もいないということで,弁護士を開業して

から(少し前までは広域事務組合といっていました)佐久地方の広域連合16

市町村で月1回無料法律相談をやってもう20数年になりますが,無料法律相

談の場所に市町村自身が相談に来るということが時々あります｡ 16市町村の

うち顧問弁護士がいる市町村は,私は最近1町村だけやっていますが,少な

いです｡行政自身も法律家あるいは弁護士を充分活用していないという実態

があるのではなかろうかと思います｡

それから今日はロースクールの話ですので,ロースクールの設立との関係

で県であるとか松本市をはじめとする市町村の関係者にも,今後充分この間

題に関与していっていただきたいと思っています｡先ほどいわれたように長

野県弁護士会と信大だけでこの問題を推進しようなどとはさらさら思ってお

りません｡従来の,既に弁護士になった層からいえば必ずしもロースクール

をつくらなくてもいいという考え方さえあるわけです｡あくまでも長野県内

にロースクールを設置しようというように我々弁護士会が考え始めているの

は,やはり先ほど佐藤(辛)先生の基本的なご説明にもあったように発想を

変えようということだと思います｡県民,あるいは市民のための司法制度を

確立していこう,そのためには長野県内にも質と量の関係で弁護士を増やし

ていかなければならない,こういう背景があるからだと思います｡そこで是

非長野県当局,あるいは市町村にもロースクール設置問題について信大ある

いは長野県弁護士会との協議,あるいは支援体制の方に是非お力添えをお願

いしたい｡我々自身も今後さらに呼びかけていきたいと思います｡

これも個人的な見解ですが,とりわけ長野県内には4年生の大学は信大,

長野大学の2つしかないです｡今まで長野県の政治というか行政は,高度職
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業教育,大学以上の教育は他県に任せ,特に東京を中心とする大都会に任せ

てきたと思います｡明治以来というお話が先ほどありましたが, 1世紀に渡

って長野県の人材はどんどん流出していったと思います｡大学とか高度社会

教育を受けている人が必ずしも優秀とはいえないかもしれないけれど,優秀

な人材が外に出て行ってなかなか帰ってこない,こういうことを1世紀もや

ってきたわけです｡こういった在り方も長野県として根本的に変えなければ

いけないのではないかと思います｡地方の時代というようにいうけれども,

人材も長野県内できちんと育てる,あるいはもっといえば長野県内だけでな

く外からも人材を呼び集めて地方自治の担い手をきちんと養成していく,そ

ういう姿勢が重要ではないかと私自身は思っています｡こういった観点から

も長野県政あるいは行政の課題として,この法科大学院問題を取り上げてい

ただきたいと訴えたいと思います｡

又坂:どうもありがとうございました｡協議を始めたのが今年の5月という

こともありまして,まだ積極的に行政の方に働きかけておりません｡今日の

シンポも踏まえて市町村,県-弁護士会と一緒になって積極的に働きかけて

いこうと思っています｡

法曹人口増大の意義

塚原:度々ですみません｡先ほど高越さんのご発言にあったことと関連しま

すが,法律家を増やして何かいいことがあるのか,という部分ですが,やは

り日本の法律家のイメージは裁判ということに限局されて捉えられてきた,

特に刑事裁判のイメージが強いというのが日本の法律家の特徴であろうと思

います｡その重要性は依然として変わってはいませんが,現在世界的にいえ

ば法律家が働くべき場所はたくさん広がっています｡現実に金融再生委員会

-私が属している第二東京弁護士会から弁護士を任期付きの公務員として出

しましたし,通産省に行っている者もいる,法律家が必要な所はたくさんあ

ります｡公正取引委員会は独占禁止法で弁護士の資格のあるものを事務局に
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入れなければいけないと規定していますが,弁護士からなった人はほとんど

いないです｡それはやはり今まで日本の弁護士の数が少なかったからです｡

今お話があったように行政の中にも顧問弁護士さえいないという所が多い｡

例えば行政不服審査は(又坂先生のお得意の所かもしれませんが),建前上

は簡易迅速だとなっていますが,実際には簡易でもなければ迅速でもない｡

十いくつもの判子をもらい歩いている間にずうっと時間が経つ,という世界

です｡一人の担当の法律家が自分で理由づきの意見を書く,ドイツだとそう

いう訓練をしていますから,すぐにともかく反応がある｡それをまた争うこ

とが出来る｡ドイツでは行政系の裁判,日本で行政裁判といわれているもの

に属するものは年間50万件です｡日本は私どもオンブズマン等で随分事件を

増やしたのですが,それでもせいぜい年間1,800件というようなレベルで桁

が全く違います｡先ほど佐藤(穣)さんからもあったように,労働訴訟につ

いて,ここの所史上最高を更新しているといっても年間3,000件くらいです｡

これがドイツになると労働訴訟だけで年間で60万件です｡

やはり法律家の数が少ないということで,本来法的な透明なルールで裁か

れるものがそうでない形に今までなっていたのではないか｡消費者のクレー

ムもそうですし,あるいは労働者の解雇紛争もそうです｡弱いものが泣き寝

入りして終わっていたのではないか,もう少しそれを法律上きちんとした形

で処理できないか｡法律の不備もそうです｡そういうことがたくさん争わ九

てくれば,もっときちんとした明確な法律でなければいけないという声がと

っくに上がっているはずです｡ところがそうなっていない,典型的なのは宅

配便の業者ではっきり分れるわけですが,クロネコヤマトの方は問題がある

と行政訴訟を構えて争うということで改めさせてきた｡もう一つの大きな所

は政治家に頼むというスタイルで解決をしてきた｡そこがむしろ日本の主流

だったわけです｡そうではない形でやはり公平透明なルールでやっていく必

要がある｡法律家,独立した弁護士が企業内にいるということはどういう意

味をもっかというと,これはコンプライアンスで決定的に重要です｡会社に

対して会社がやろうとしていることは法律上おかしい,やめなさいというこ
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とが今の普通のサラリーマンに言えるか,資格のない人には言えません｡言

ったらクビになってクビになったら他では生きていけない,企業内の法律家

であれば,そこがいやだったら辞めて,自分でやっていける｡そういう裏付

けがなければ本当の意味でのコンプライアンスは実現できない,そういう意

味では資格のある法律家が世の中にたくさん出るということは極めて重要だ

と思います｡ちょっと長くなってすみません｡

又坂:どうもありがとうございました｡私も全く同感であります｡ドイツの

場合は分厚い法律家の層があり,あらゆるところに法律家がいます｡裁判制

度も利用しやすく司法に対するアクセスが容易である｡しかし,日本ではど

うも司法と普通の人々との間に壁がある気がします｡先はど佐藤(辛)先生

がおっしゃいましたが,文化的な背景があるのかなという気がします｡佐藤

(穣)事務局長さん,その-ん,実際企業活動をやって文化的な壁のような

ものを司法との関係でお感じになったことがありますか｡

佐藤(穣) :これからは日本も,アメリカのように訴訟型社会になっていく

のかなという感じがしないでもないです｡やはりこれだけ社会が複雑化し,

I T革命も進み,個人対個人の問題が多く出て,非常に多様化しております｡

そういう意味では訴訟型社会になると思います｡企業のニーズからすれば県

の弁護士会の佐藤(芳)先生もおっしゃいましたが,長野県も弁護士さんが

少ないのではないでしょうか｡正直申し上げまして商事法務だ外国人問題だ

と,それぞれの専門分野で,この問題ならこの先生というイメージが,私ど

もには湧かないのです｡法曹人口が増えることは大歓迎であり,是非長野県

に法科大学院が設置されることを期待したいと思います｡

くり返しになりますが,信州大学はタコ足大学として有名ですが,これだ

けI Tを有効に活用して相当見事にやっています｡私は各地域にある信大の

学部は単科大学と同じだと思います｡そういう意味では信大に法学部が独立

してなかったということが非常に残念です｡
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文坂:どうもありがとうございました｡先はど専門家の数が少ないために本

来法的なルールに基づいて解決されるべき問題が別の形で解決されている,

一方で司法の敷居が高いというお話がありましたo佐藤先生にお伺いしたい

のですが,一方で改革審議会の答申の中では裁判外の紛争解決手段AD R,

これは強化すべきであるというようなことをいわれておりまして,それと法

曹人口を増やすということはどのように関連するのかお話しいただければと

思います｡

裁判とADR

佐藤(辛) :いろいろな捉え方があると思います｡ ADRも確かに重要であ

るといっていますが,コアの部分は本来の訴訟の場だということは強調して

おきたいと思います｡訴訟の場といっても裁判としての表面に表われてくる

次元だけではなく,弁護士さんの事前の様々な活動も含めていっているわけ

ですが,そこをしっかりさせた上で,さらに国民に利用しやすいようにAD

Rを含めて全体のシステムを考えましょうということなのです｡そこをごち

ゃごちゃにしないでいただきたいと思います｡

それから法曹人口ですが,訴訟･裁判の場で弁護士が非常に重要だという

ことは当然ですが,同時に考えていただきたいのは, ADRの場面でも弁護

士として活動すべき場面が非常に多いということです｡先ほどもいろいろ触

れられたように弁護士が活動すべき場は広くあるはずで,行政でも企業でも

弁護士資格者が職員になっていいわけです｡国家公務員や地方公務員になっ

てもいいわけです｡むしろ必要かもしれない｡そういう形で法曹資格をもっ

た人達がいろいろな所で活躍するということがコンプライアンスを確保し法

の精神を血肉化することにつながっていくわけで,法曹人口の増員はコアの

部分についても周辺の部分についてもいろいろ関係しているのだということ

を一言強調しておきたいと思います｡

国家戦略としての司法制度改革
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佐藤(辛) :ちょっと別のことですけれども,よろしいでしょうか｡先はど

塚原さんから文科省の専任教員の増員について云々とありましたが,従来の

発想からすればそういうことになるんだろうと思います｡けれども今日強調

したように,司法改革は,行政改革等他の改革との関連で必要なのです｡そ

して小泉総理の6月12日の挨拶を紹介しましたが,国家戦略として位置付け

られているのです｡国家戦略として位置付けられているということの具体的

な意味は何かということは問題ですが,日本の｢国のかたち｣をつくり直そ

うとする意味をもっているわけです｡つくり直す場合に,行政についてはス

リム化を図るけれども,司法については増やしましょうということなのです｡

だからそこをどれだけ力強く国民として主張し続けるかがポイントだと思い

ます｡人任せにしていたら実現できません｡マスコミも含めて我々が,その

ことを強くいっていかなければ実現することではないと思います｡法科大学

院をつくるというとき,従来の発想でつくります,金はかけません,こんな

ことだったら一種のごまかしになると思います｡そうさせてはいけない｡

そうさせないためにどうするかというと,話はぐるぐる回るかもしれませ

が,今日強調したかったのは｢国のかたち｣の在り方は結局は国民自身の責

任だということなのです｡今まで我々は秩序とは所与のもの,何か偉い人か

ら与えてもらうものだと思ってきたところがあるのではないか｡これは国際

関係についても,国内政治についても妥当することはないかと思います｡こ

の趣旨のことは,和辻哲郎先生が戦前からいっていたことです｡それを我々

の人為的な努力の中で変えていこうというのが今回の｢国のかたち｣云々の

話であって,そのへんについてどれだけの深い理解を国民全体としてもてる

かどうか｡専任教員の数や手当の問題なども,そういう文脈の中で捉える必

要がある｡文科省も,従来の発想の延長線上ではなく,必死になって取組ん

でいただかなければならない,ということを強調しておきたいと思います｡

又坂:大変心強いお言葉でありました｡従来型の国立大学の概算要求をする

というレベルの話ではなかなか難しいのではないかということは我々も常々
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感じているところであり,どう突破していくのかということがおそらく実際

にロースクールをつくっていく場合に問われてくるのではないかなと思って

います｡

高越先生にお伺いしますが,法曹人口がバーンと増えた場合にどういうよ

うなイメージをおもちでしょうか｡

新しい司法文化と市民社会

高越:それは先はどの話と裏返しになると思いますが,長野県でいえば県民

の皆さんが法律に対して関心を今より持つ,それからもうーっはいろいろな

問題が生じたときに先はどもお話がありましたが日本型調整社会といいます

か,普通はお互いに相談してあるいは間に人が入ってなんとか収めるという

機能は日本では相当働いています｡それが度が過ぎるとその人の権利なりあ

るいは人権なりが抑え込まれていくということになるわけですが,法曹が充

実すると,そういうことがだんだん無くなると思います｡それで町の中のお

じさんおばさんも適正な法律感覚をもって社会生活をしていくということに

なるでしょう｡法律と市民との関係をきっちり理解するという時代が来るの

ではないかなと思います｡

ロースクールのことも日本人は横並びが大好きですから長野県も今こうや

って取組んでいらっしゃるのですが,ばたばたやる県があってもいいし, 20

年がかりで考えようではないかという県があってもいいと思います｡小学校,

中学校で市民と法律という講座を設けてもいいではないですか｡憲法は前文

から始めて全部教えますが, 1回教えて終りですから,市民と法律というの

はどういう関係なのだと,法律というのはおっかないものでもお上から強制

されるものでもないのだよと,これは市民社会を僕たちが守っていくための

道具であるということをきっちり教える教育をしてほしい｡それこそ長野県

が教育県というならばそういう教育を20年間やって,その中で僕は法律家に

なりたいという人がでてきて,ではロースクールをつくるということでもい

いと思います｡すぐつくってもいいですが,県民の支持を得るということは

1234-



そういうことだと,皆一人100円ずつカンパしてくれと,そういうことでは

なくて,長野県民はなかなか手強い,市民としてきっちりとした意識をもっ

ているとそういう教育をしてからでもいいのではないかなという感じでいま

す｡

又坂:どうもありがとうございました｡大分時間が迫って参りました｡今日

のディスカッションを通じて,法曹の多様な広がりが共通認識として得られ

たのではないかと思います｡

また,ロースクールの役割もたんに地域に弁護士さんを送り出すというも

のだけではなく,多様な役割を果たすべきであるし,また現に期待されてい

るというようなことも共通認識として出てきたのではないかと思います｡

大学と弁護士会だけの運動ではなく,県内の幅広い層を巻きこんだ運動を

通じて,課題が明らかになるでしょうし,新しい構想も出てくる｡そういう

意味ではこれから本日のシンポジウムをきっかけとして,今後幅広い運動を

やっていく必要があるのではないかと思っています｡

最後に先生,一言だけ,今我々がなすべきことについてお願いします｡最

後締めたいと思っておりますので｡

佐藤(辛) :基調講演で申し上げたことですが,要するに今の司法改革は部

分的な手直しをしようということではなく,行政改革とかいろいろな改革の

一環として, ｢国のかたち｣の再構築にかかわる改革です｡これをやり遂げ

なければ日本の将来はないというぐらいの覚悟で臨まなければならない｡司

法改革は,意見書でも誼っていますが,諸々の改革の最後の要であるといっ

てもよいのです｡これをやり遂げるために,あらゆる知恵を動員しながら,

しかも短期間に集中的にそのエネルギーを発揮しないといけません｡マスコ

ミを含めて国民の皆さんの応援を是非いただきたいと思っております｡なん

か変な申し方ですけれども,よろしくお願いしますと申し上げたい｡
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文坂:どうもありがとうございました｡それではこれでパネルディスカッシ

ョンを終了させていただきます｡

司会.'コーディネーターの又坂先生をはじめ基調講演から引き続いてパネリ

ストをお引き受けいただいた佐藤幸治先生その他パネリストの皆様,長時間

ありがとうございました｡また会場の皆さんがご静聴いただいた上,貴重な

ご意見をいただき大変ありがとうございました｡ここで恐縮ですが皆さんに

盛大な拍手をお願いします｡どうもありがとうございました｡

閉会のことば(渡追裕･信州大学経済学部教授) 〔省略〕
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